
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
三
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
条
例
第
六
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
）

（
新
設
）

第
十
九
条
の
二

条
例
第
六
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は

、
別
表
第
一
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
条
例
第
九
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
）

（
新
設
）

第
二
十
条
の
二

条
例
第
九
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
に

つ
い
て
は
、
前
条
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
上
欄
中
「
開
発
行
為
」
と
あ

る
の
は
「
目
的
に
係
る
建
築
物
」
と
、
同
表
の
下
欄
中
「
開
発

区
域
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
の
敷
地
」
と
、
同
表
の
条
例
第

八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
開
発
行
為
（
一
戸
建
て
の
住
宅
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
の
六
中
「
開
発
行
為
」
と
あ
る
の
は

「
予
定
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
用
途
の
変
更
」
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
（
第
十
九
条
の
二
関
係
）

（
新
設
）

区
分

要

件

一

政
令
第
二
十

１

政
令
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ

九
条
の
九
各
号

る
土
地
の
区
域
に
該
当
し
な
く
な
る
こ

に
掲
げ
る
土
地

と
が
決
定
し
て
い
る
こ
と
又
は
短
期
間

の
区
域

の
う
ち
に
該
当
し
な
く
な
る
こ
と
が
確

実
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

２

１
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

と
同
等
以
上
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
。

二

政
令
第
二
十

１

土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

九
条
の
九
第
四

る
場
合
に
お
い
て
、
土
砂
災
害
防
止
法

号
に
掲
げ
る
土

第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
避
難
施
設
そ

地
の
区
域
（
土

の
他
の
避
難
場
所
へ
の
確
実
な
避
難
が

砂
災
害
警
戒
区

可
能
で
あ
る
と
市
町
長
に
認
め
ら
れ
る

域
等
に
お
け
る

こ
と
。

土
砂
災
害
防
止

２

１
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

対
策
の
推
進
に

と
同
等
以
上
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る

関
す
る
法
律
（

こ
と
。

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号

。
以
下
「
土
砂

災
害
防
止
法
」

と
い
う
。
）
第

九
条
第
一
項
の

土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
を
除

く
。
）



三

政
令
第
二
十

１

水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

九
条
の
九
第
六

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号

号
に
掲
げ
る
土

、
第
五
条
第
二
号
及
び
第
八
条
第
二
号

地
の
区
域

に
規
定
す
る
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ

れ
る
水
深
（
以
下
「
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
」
と
い
う
。
）
が
、

三
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

等
か
ら
算
出
し
た
水
位
の
う
ち
、
最
も

高
い
水
位
よ
り
高
い
位
置
に
床
面
の
高

さ
が
あ
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
を
建

築
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

３

洪
水
、
雨
水
出
水
（
水
防
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
雨
水
出
水
を
い

う
。
）
又
は
高
潮
に
よ
る
浸
水
が
想
定

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
五

条
第
一
項
第
二
号
の
避
難
施
設
そ
の
他

の
避
難
場
所
へ
の
確
実
な
避
難
が
可
能

で
あ
る
と
市
町
長
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

。
４

２
及
び
３
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
と
同
等
以
上
の
安

全
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
十
条
関
係
）

区
分

要

件

区
分

要

件

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

条
例
第
八
条
第
三

一
～
五

（
略
）

条
例
第
八
条
第
三

一
～
五

（
略
）

号
に
規
定
す
る
開

六

開
発
区
域
が
、
条
例
第
六
条
第
二
号

号
に
規
定
す
る
開

（
新
設
）

発
行
為

の
知
事
が
指
定
す
る
土
地
の
区
域
内
で

発
行
為

あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項
１
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
条
第
四
号
」
と
す
る
。

３

知
事
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項
１
の
規

定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。



（改 正 案）
様式第２号（第３条関係）

(表面)
設 計 説 明 書

設計者氏名

開発区域に含まれる地域の名称

開発許可申請者の住所及び氏名

開の
発目

設
行的
為

計
住構
区成
及等

の
び
街
区

方
の

公の

針
益整
的備
施方
設針

地 ⑴ 第１種低層住居専用地域 ⑹ 第２種住居地域 ⑾ 準工業地域 ⑴ 風致地区
域 ⑵ 第２種低層住居専用地域 ⑺ 準住居地域 ⑿ 工業地域 ⑵ 災害危険区域等

開
・ ⑶ 第１種中高層住居専用地域 ⑻ 田園住居地域 ⒀ 工業専用地域
地 ⑷ 第２種中高層住居専用地域 ⑼ 近隣商業地域 ⒁ 市街化調整区域

発
区 ⑸ 第１種住居地域 ⑽ 商業地域 ⒂ 指定なし

区
工 区 別 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 合 計

域
地 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

( ％) ( ％) ( ％) ( ％) ( ％)

内
目

の
等

土
別

地
概

の
要 その他特記すべき事項

現

況
所 自己所有 買収予定 地主所有 そ の 他 合 計
有
別 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
概 ( ％) ( ％) ( ％) ( ％) (１００％)
要

（現 行）
様式第２号（第３条関係）

(表面)
設 計 説 明 書

設計者氏名

開発区域に含まれる地域の名称

開発許可申請者の住所及び氏名

開の
発目

設
行的
為

計
住構
区成
及等

の
び
街
区

方
の

公の

針
益整
的備
施方
設針

地 ⑴ 第１種低層住居専用地域 ⑹ 第２種住居地域 ⑾ 準工業地域 ⑴ 風致地区
域 ⑵ 第２種低層住居専用地域 ⑺ 準住居地域 ⑿ 工業地域 ⑵ 災害危険区域

開
・ ⑶ 第１種中高層住居専用地域 ⑻ 田園住居地域 ⒀ 工業専用地域 ⑶ 地すべり防止区域
地 ⑷ 第２種中高層住居専用地域 ⑼ 近隣商業地域 ⒁ 市街化調整区域 ⑷ 砂防指定地

発
区 ⑸ 第１種住居地域 ⑽ 商業地域 ⒂ 指定なし

区
工 区 別 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 合 計

域
地 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

( ％) ( ％) ( ％) ( ％) ( ％)

内
目

の
等

土
別

地
概

の
要 その他特記すべき事項

現

況
所 自己所有 買収予定 地主所有 そ の 他 合 計
有
別 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
概 ( ％) ( ％) ( ％) ( ％) (１００％)
要



（改 正 案）
（裏面）

土 地 利 用 区 分 面 積 比 率 備 考

住 宅 用 地
㎡ ％

土

公
益

地 的
施
設
用

利 地

公
共

用 用
地

合 計計

街区番号 面 積 住宅等の敷地数 戸当たり平均 予定建築物等の用途等
計 面 積

画 画
用 ㎡ ㎡
地
数 住宅用地計

合 計

番 号 幅 員 延 長 面 積 管 理 者 用地の帰属 備 考

公
道 ｍ ｍ ㎡

共
法 部 分
のり

路

施
合 計

設
公 番 号 面 積 管 理 者 用地の帰属 備 考
園

の
㎡、

広

整
場
等 合 計

備 番 号 施 設 名 管 理 者 用地の帰属 備 考

計
給
排

画
水
施
設
等

備考 １ 開発許可申請者が法人である場合には，開発許可申請者の住所及び氏名は，
その法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載するこ
と。

２ 「地域・地区」欄は，該当する番号を○印で囲むこと。また，「⑵災害危
険区域等」の括弧内には，自然災害により危害が生ずるおそれがあると認め
られるものとして指定を受けている区域の名称を記載すること。

（現 行）
（裏面）

土 地 利 用 区 分 面 積 比 率 備 考

住 宅 用 地
㎡ ％

土

公
益

地 的
施
設
用

利 地

公
共

用 用
地

合 計計

街区番号 面 積 住宅等の敷地数 戸当たり平均 予定建築物等の用途等
計 面 積

画 画
用 ㎡ ㎡
地
数 住宅用地計

合 計

番 号 幅 員 延 長 面 積 管 理 者 用地の帰属 備 考

公
道 ｍ ｍ ㎡

共
法 部 分
のり

路

施
合 計

設
公 番 号 面 積 管 理 者 用地の帰属 備 考
園

の
㎡、

広

整
場
等 合 計

備 番 号 施 設 名 管 理 者 用地の帰属 備 考

計
給
排

画
水
施
設
等

備考 １ 開発許可申請者が法人である場合には，開発許可申請者の住所及び氏名は，
その法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載するこ
と。

２ 「地域・地区」欄は，該当する番号を○印で囲むこと。


